
大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成18年大阪市規則第７号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、大阪市旭区バス運行経費補助金

（以下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （１）バス事業者 道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」とい

う。）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営す

る者で、本要綱において定める路線においてバスを運行する者をい

う。 

 （２）路線 別紙において定める路線を概ね包括するものをいう。 

 ２ 次の資格を全て満たさない事業者は、本補助金の交付を申し込むことが

出来ない。 

 （１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないものであること。 

 （２）申込日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止

措置を受けていないこと。 

 （３）申込日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等

除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要

件にも該当しないこと。 

 

（補助の目的） 

第３条 この補助金は、前条第１項第２号に定める路線を対象に、その運行の

維持に必要な経費の一部を補助することにより、旭区における交通アクセス

の確保に寄与することを目的とする。 

 

（補助の対象及び補助率） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、第２条第１

項第２号に定める路線において、次の条件を満たした路線バス運行の維持と

する。 

 （１）１日あたり６便の運行を確保すること。 

 （２）日常的に運行に使用する車両のうち、少なくとも２台はノンステップ

バスであること（ただし、多重的な車両故障が発生した場合に、緊急



対応として運行する場合を除く）。 

 ２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は次

に記載する経費を合計した額とする。補助金は補助対象経費の２分の１

（百円未満は切捨てとする）を上限とし、また予算の定める範囲内とす

る。ただし、補助金の額と運賃等の収入の合計が補助対象経費を超えない

ものとする。 

（１）運転手に係る人件費（本市が一般乗合バス事業の大都市部地域標準原

価を基準に算出した額又は事業者の実績額のいずれか低い方の額） 

 （２）路線運行に必要な燃料費 

 （３）運行車両の維持経費（車検及び定期点検、一般修理経費、自賠責、重

量税、自動車税、任意保険） 

 （４）運行車両の減価償却費（運行車両がリース物件の場合は、当該車両に

係るリース料） 

 ３ 補助事業の期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の４月１日

から翌年の３月31日までの期間（以下「補助対象年度」という。）とす

る。 

 ４ 補助対象経費及び補助金の額の算定において、費用の積算は、客観的に

その適正性が確認できる方法により行われなければならない。 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市旭区バス運行経費補助金

交付申請書（第１号様式）に規則第４条各号に掲げる事項を記載し、補助対

象年度の前年度の２月末日までに、市長に提出しなければならない。 

 ２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 （１）事業計画書（第１号様式別紙１） 

 （２）補助対象経費見込額算定表（第１号様式別紙２） 

 （３）事業収支予算書（第１号様式別紙３） 

 （４）補助対象系統の運行系統図及び運行時刻表 

 （５）その他補助事業の要件等に関する確認書類 

 （６）その他市長が特に必要と認める書類 

 ３ 補助金の交付を受けようとする者は、第４条第２項各号に規定する経費

の額を、補助対象年度の前々年度における当該事業者の実績値等により算

定して、申請しなければならない。 

 

（交付決定） 

第６条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の



審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付

が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかど

うか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定を

したときは大阪市旭区バス運行経費補助金交付決定通知書（第２号様式）に

より、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

 ２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認

めたときは、理由を付して、大阪市旭区バス運行経費補助金不交付決定通

知書（第３号様式）により、補助金の交付の申請を行った者に通知するも

のとする。 

 ３ 補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定に当たり、規則第

５条第４項の通常要すべき標準的な期間は、前条第１項の申請書が到達し

た日の翌日から起算して30日とする。ただし、標準処理期間の最終日が当

該申請に係る予算の発行より前であるときは、当該予算が発効する日とす

る。なお、申請書の記載事項又は添付書類に不備があった場合において、

補助金の交付の申請を行った者が自らこれを修正するために要する期間

は、含まないものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第１項の通知を受領した場合

において、当該通知の内容又は規則第７条第１項の規定によりこれに付され

た条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市旭区バス運行

経費補助金交付申請取下書（第４号様式）により申請の取下げを行うことが

できる。 

 ２ 申請の取下げをすることができる期間は、前条第１項の通知書を受領し

た日の翌日から起算して10日とする。 

 

（交付の時期等） 

第８条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を

経た後に、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものと

する。ただし、市長が必要があると認めたときは、補助事業の完了前に、そ

の全部又は一部を概算払することができるものとする。 

 ２ 補助事業者は、前項ただし書の概算払が必要なときは、第６条第１項の

規定により決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。 

 ３ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査

し、必要があると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該



請求に係る補助金を支出するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をし

ようとするときは、大阪市旭区バス運行経費補助金変更承認申請書（第５号

様式）を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市旭区バス

運行経費補助金中止・廃止承認申請書（第６号様式）を、あらかじめ市長に

提出し、承認を受けなければならない。 

 ２ 前項の軽微な変更とは、次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に

変更のない場合に限る。 

 （１）代表者の変更、事務所の移転等、予算の増減を伴わない変更 

 （２）事業計画の範囲内における系統上の停留所の名称、位置等の変更又は

運行時刻の変更 

 （３）交通規制その他の臨時の必要による運行経路又は運行回数の臨時の変

更 

 ３ 補助事業者は、補助対象年度の前年度における当該事業者の実績値の確

定に伴い補助対象経費に変更が生じる場合は、補助対象年度の２月末まで

に、第１項の大阪市旭区バス運行経費補助金変更承認申請書に変更後の補

助対象経費見込額算定表を添付して市長に提出し、承認を受けなければな

らない。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更

により特別の事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部

を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更すること

ができる。 

 ２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市旭区バ

ス運行経費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書（第７号様

式）により、補助事業者に通知するものとする。 

 ３ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となっ

た次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。 

 （１）補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する

経費 

 （２）補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の

支払に要する経費 

 ４ 第５条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について



準用する。 

 

（補助事業の適正な遂行） 

第11条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。 

 

（立入検査等） 

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたとき

は、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員

に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（実績報告） 

第13条 補助事業者は、補助対象年度の２月末日（補助事業の廃止の承認を受

けた場合は、補助事業の廃止日）までに、大阪市旭区バス運行経費補助金実

績報告書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

 ２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 （１）事業実績報告書（第８号様式別紙１） 

 （２）補助対象経費見込額算定表（第８号様式別紙２） 

 （３）事業収支報告書（第８号様式別紙３） 

 （４）第２号の補助対象経費見込額算定表において算定の基礎となった、補

助対象年度の第１四半期から第３四半期までの期間（当該年度の４月

１日から12月31日までの期間をいう。）に係る輸送実績（月別、日

別）などその他補助事業の要件等に関する確認書類 

 ３ 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大阪市旭区バス運行経費補

助金事業完了報告書（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第14条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、

報告書等の書類の審査及び根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補

助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

ものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、大阪市旭区バス運行経費補助金額確定通知書（第10号様式）

により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の精算） 

第15条 補助事業者は、第８条第１項ただし書の規定による概算払を受けたと



きは、補助事業の完了日に、大阪市旭区バス運行経費補助金精算書（第11号

様式）を作成しなければならない。ただし、補助事業の廃止の承認を受けた

場合は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた後、速やか

に作成するものとする。 

 ２ 補助事業者は、前項の精算書を補助事業の完了後20日以内（補助事業の

廃止の承認を受けた場合は、補助事業の廃止日から20日以内）に市長に提

出しなければならない。 

 ３ 市長は、第１項の精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生

じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。 

 ４ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日

から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足

額に係る請求をしなければならない。 

 ５ 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求

を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第16条 市長は、規則第17条第１項に規定する場合のほか、次の各号のいずれ

かに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

 （１）虚偽の申請その他の不正な手段によって補助金の交付の決定を受けた

場合 

 （２）補助金の額の算定根拠書類に、虚偽又は不正による記載があった場合 

 ２ 市長は、前項の取消しをしたときは、大阪市旭区バス運行経費補助金交

付決定取消通知書（第12号様式）により補助事業者に通知するものとす

る。 

 ３ 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき

は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を請求するものとする。 

 ４ 前項の返還の請求に係る加算金及び延滞金の算定に関しては、規則第19

条の定めるところによる。 

 

（関係書類の整備） 

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を常に整備し、第14条の規定による通知を受けた日から５年間保存しなけ

ればならない。 

 



（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が定める。 

 

附則 

（施行期日） 

 １ この要綱は、平成28年３月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際、既に廃止前の大阪市旭区バス運行経費補助金交付

要綱に基づく交付決定を受けている補助金については、この要綱の施行後

も、なおその効力を有する。 

（経過措置） 

 ３ 平成28年度を補助対象年度とする補助事業に対する第５条第１項の規定

の適用について、同項中「補助対象年度の前年度の２月末日」とあるの

は、「事業開始の10日前」とする。 

 

附則 

 この改正要綱は、平成29年２月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 １ この改正要綱は、平成30年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

 ２ 平成29年度を補助対象年度とする補助事業に対する第４条第２項第１号

の規定の適用について、同項中「人件費（京阪神ブロック民営標準原価に

基づいた算出額又は事業者の実績額のいずれか低い方の額）」とあるの

は、「人件費」とする。 

 

附則 

（施行期日等） 

１ この改正要綱は、令和４年３月31日から施行し、令和３年４月１日から

適用する。 

 



 

別 紙 



 

 

 

（第１号様式） 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 

主たる事務所の 

所 在 地 

（〒   －     ） 

名 称 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金交付申請書 

 

 標題の補助金について交付を受けたいので、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第５条第

１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の内容等 

  別紙１のとおり 

 

２ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

 （１）補助金の額 

補助金の額 

金         円 

 

 (２)算出の基礎（事業費及びその内訳等） 

    別紙２のとおり 

 

３ 補助事業の開始日及び完了予定日 

       年  月  日 ～     年  月  日 

 

４ 添付書類 

 （１）事業計画書（別紙１） 

 （２）補助対象経費見込額算定表（別紙２） 

 （３）事業収支予算書（別紙３） 

 （４）補助対象系統の運行系統図及び運行時刻表 

 （５）その他の確認書類  



 

 

（第２号様式） 

大阪市指令   第   号  

     年   月   日  

          様 

大阪市長          印 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度大阪市旭区バス運行経費補助金につ

いては、次のとおり交付することとしたので、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱（以下「要

綱」という。）第６条第１項の規定により通知します。 

 

記 

１ 補助金の交付額 

   金          円 

 

２ 補助金の交付の条件 

 （１）補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更（要綱第９条第２項に規定する軽微

な変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受けること。 

 （２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

 （３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に 

は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 （４）補助対象年度の前々年度における補助事業者の実績値等が確定し、補助対象経費に変更 

があったときは、市長に変更承認申請を行うこと。 

 （５）市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は本市

職員に当該補助事業者の事務所、事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これに協力するこ

と。 

 （６）その他、大阪市補助金等交付規則（平成18年大阪市規則第７号）及び要綱の規定を遵守

すること。 

 

３ その他 

   本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日

から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。  



 

 

（第３号様式） 

大阪市指令  第  号 

  年  月  日  

 

          様 

 

大阪市長          印 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度大阪市旭区バス運行経費補助金につ

いては、次の理由により交付しないこととしたので、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第

６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

（交付しない理由） 

 

  



 

 

（第４号様式） 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 

 

主たる事務所の 

所 在 地 

（〒   －     ） 

名 称 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金交付申請取下書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第   号にて通知のあった    年度大阪市

旭区バス運行経費補助金の交付決定について、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第７条の

規定により申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日 

       年  月  日 

 

２ 取下げの理由 

 

  



 

 

（第５号様式） 

    年  月  日  

 

 大 阪 市 長 

 

主たる事務所の 

所 在 地 

（〒   －     ） 

名 称 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金変更承認申請書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第   号にて補助金の交付の決定を受けた補助

事業について、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり変更の

承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更事項及びその内容 

 

 

 

２ 変更する理由 

 

 

 

３ 変更する期日 

 

 

 

４ 添付書類 

   別添のとおり 

 

  



 

 

（第６号様式） 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 

 

主たる事務所の 

所 在 地 

（〒   －     ） 

名 称 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金中止・廃止承認申請書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第   号にて補助金の交付の決定を受けた補助

事業について、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり中止・

廃止の承認を申請します。 

 

記 

 

１ 中止又は廃止する補助事業の内容 

 

 

 

２ 中止又は廃止する理由 

 

 

 

３ 中止又は廃止する期間・期日 

 

 

 

４ 添付書類 

   別添のとおり 

 

  



 

 

（第７号様式） 

大阪市指令  第  号  

  年  月  日  

 

          様 

 

大阪市長          印 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金 

事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第   号にて交付決定した    年度大阪市

旭区バス運行経費補助金について、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第10条第１項及び第

２項の規定により、次のとおり取消・変更したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

 

 

２ 取消し・変更の理由 

 

  



 

 

（第８号様式） 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 

主たる事務所の 

所 在 地 

（〒   －     ） 

名 称 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第   号にて補助金の交付の決定を受けた補助

事業について、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第13条の規定により、次のとおり実績を

報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の予定金額 

補助金の予定金額 

金           円 

 

２ 補助事業の実績 

   別紙１及び別紙３のとおり 

 

３ 補助金の交付決定額とその精算額 

 （１）交付決定額  金          円 

 （２）精算額  別紙２のとおり 

 

４ 添付書類 

 （１）事業実績報告書（別紙１） 

 （２）補助対象経費算定表（別紙２） 

 （３）事業収支報告書（別紙３） 

 （４)（２）における補助対象年度の実績に係る積算根拠となる書類 

 （５）その他の確認書類 

  



 

 

（第９号様式） 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 

 

主たる事務所の 

所 在 地 

（〒   －     ） 

名 称 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金事業完了報告書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第   号にて補助金の交付の決定を受けた補助

事業について、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第13条の規定により、次のとおり事業の

完了を報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の予定金額 

補助金の予定金額 

金           円 

 

２ 補助事業の実績 

   別紙１及び別紙３のとおり 

 

３ 補助金の交付決定額とその精算額 

 （１）交付決定額  金          円 

 （２）精算額  別紙２のとおり 

 

４ 添付書類 

 （１）事業実績報告書（別紙１） 

 （２）補助対象経費算定表（別紙２） 

 （３）事業収支報告書（別紙３） 

 （４）その他の確認書類 

 

  



 

 

（第10号様式） 

大阪市指令  第  号 

  年  月  日  

 

          様 

 

大阪市長          印 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金額確定通知書 

 

    年  月  日付け大阪市指令  第    号にて交付決定した    年度大阪

市旭区バス運行経費補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、大阪市旭区バス運

行経費補助金交付要綱第14条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 確定金額 

補助金の額 

金         円 

 

 

  



 

 

（第11号様式） 

  年  月  日  

 

 大 阪 市 長 

 

主たる事務所の 

所 在 地 

（〒   －     ） 

名 称 
 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金精算書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付決定を受けた補助

事業について、大阪市旭区バス運行経費補助金交付要綱第15条第１項及び第２項の規定により、

次のとおり精算内容を提出します。 

 

記 

 

１ 精算内容 

   概算受領額        金          円 

 

   補助金額         金          円 

 

   差引剰余（又は不足）額  金          円 

 

 

２ 添付書類 

 （１）事業実績報告書（別紙１） 

 （２）補助対象経費算定表（別紙２） 

 （３）事業収支報告書（別紙３） 

 

  



 

 

（第12号様式） 

大阪市指令  第  号  

    年  月  日  

 

          様 

 

大阪市長          印 

 

 

    年度 大阪市旭区バス運行経費補助金交付決定取消通知書 

 

     年  月  日付け大阪市指令  第    号にて交付決定した    年度大阪

市旭区バス運行経費補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪市旭区バス

運行経費補助金交付要綱第16条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 取消しの内容 

 

 

 

２ 取消しの理由 

 

 


